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１ 橋下徹大阪市長は、２月９日、大阪市職員に対し、「労使関係に関する職員の

アンケート調査」（以下「本件アンケート」という）の配布を指示し、これに回

答するよう職務命令を発した。この本件アンケートには、氏名・職員番号を記入

させ、回答については「任意の調査ではありません」「市長の業務命令」「正確

な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」などとし、強制力を有す

るものと明記されている。 

しかし、その調査事項を見ると、職員の思想良心の自由への侵害と労働組合の

団結権に対する侵害に該当するものが見られ、到底許容し難い内容となっている。 

日本労働弁護団は、次の通り抗議声明を発し、本件アンケートを即刻中止し、

既に回収したアンケートを廃棄するよう求めるものである。 

２ 本件アンケートは、氏名を明らかにさせた上で（Ｑ１）、回答を義務づけ、  

「特定の政治家を応援する活動（求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、

街頭演説を聞いたりする活動を含む。）に参加したことがありますか」（Ｑ７）

と質問して、大阪市職員に回答を強制している。 

しかし地方公務員も、憲法２１条１項により政治活動の自由が保障され、また

同１９条により政治的意見を含めて思想良心の自由が保障されている。地公法 

３６条２項も、「特定の政治目的を有する一定の政治的行為」を限定して禁止を

しているのみである（地公法３６条２項１号から５号）。 

したがって、本件アンケートのように、業務命令として、街頭演説会を聞いた

りする一般的な活動を含めて政治活動への参加の有無を問いただすことは、地公

法３６条の禁止の趣旨を超えて、大阪市職員の表現の自由、集会参加の自由に 

萎縮効果を与え、大阪市職員が憲法上保障された市民的自由を侵害するものにほ

かならない。また、公権力が業務命令として思想良心に密接に関連する事項の回

答を強制することは、憲法１９条が保障する「沈黙の自由」をも侵害するものに

ほかならない。 

３ 次に、本件アンケートでは、労働組合への加入の有無、参加の有無・程度及び

労働組合に相談した経験の有無を問うなど（Ｑ６、Ｑ１６、Ｑ２０）、労働組合

の活動に対して極めて露骨な支配介入行為を行っている。さらに、組合に加入す

るメリット、組合に加入しないことの不利益及び組合費の使途についての見解を

も問うているが（Ｑ１７、Ｑ１９、Ｑ２１）、これらは労働組合の運営・活動に

かかわる事項に対しての回答を強制するもので、やはり典型的な使用者による労

働者の団結権侵害の行為である。 

このような質問事項は、たとえ提出先が大阪市庁内部ではなく、野村修也大阪

市特別顧問あての形式をとったとしても、本件アンケートへの回答が橋下市長名

義の下に業務命令として発され、「正確な回答がなされない場合は処分の対象と



なりえる」と明記していることに照らせば、職員に対する懲戒処分権を有する市

長が回答内容を把握することが前提とされていることは明らかである。 

このように、市長が、大阪市職員の団結権及び正当な労働組合活動を嫌悪し、

その活動に対して支配介入をしようとする意図は明らかという他なく、団結権を

侵害する典型的な行為であることは明白である。 

４ そもそも、日本国憲法２８条により、すべての勤労者には団結権が保障されて

いる。地方公務員も憲法上の「勤労者」であることは明らかであるから、その団

結権は当然に保障される。使用者であり、かつ公権力である大阪市長が、憲法上、

保障された職員の団結権を侵害することは許されない。 

そして、憲法で保障された団結権の内容は、労働組合法において具体化され、

その中でも、労働組合の団結権に対する侵害行為（支配介入行為）は、これを類

型的な不当労働行為として、許されざるものとしている(労組法７条)。 

他方で、地方公務員法においては、同法上の「職員」（非現業公務員）に対し

て労働組合法の適用を排除する。日本労働弁護団はこの法体系自体に欠陥がある

ものと従来から指摘するところではあるが、仮に現行法を前提としても、それは

単に公務員については不当労行為の類型を明確化せず、不当労働行為に対する救

済手段が私企業と異なるという点に留まるのであり、憲法で保障された団結権を

否定したものではないことは明らかである。したがって、地方自治体であっても

職員の団結権を侵害することを許容しているものではないことは明らかである。 

本件アンケートは、労組法の適用が排除されていない現業公務員等に対しても

実施されるのであるから、この点では、極めて明白な不当労働行為であるという

べきである。 

５ 以上のとおり、本件アンケートが、大阪市職員の思想良心の自由、そして団結

権を侵害するものとして、違憲・違法であることは明らかである。 

日本労働弁護団は、このような違憲・違法な調査を強行する大阪市の蛮行に厳

しく抗議する。そして、大阪市に対し、大阪市職員に対する本件アンケート調査

の即時中止を求め、回収したアンケートを廃棄することを求める。 

また、日本労働弁護団は、大阪市職員及び労働組合と連帯し、かかる大阪市の

暴挙を許さない運動を支持し、協力することをここに表明するものである。 

 




